
〈  協 議 事 項 〉 

 
 

御議論いただきたい事項 1 

【医師確保計画等について】 

○厚生労働省が示した医師偏在指標の課題について 
 
 
○医師多数区域における新たな開業について 

 
 
 
 
 

御議論いただきたい事項２ 

【専門研修基本領域別シーリング導入について】 

○シーリングによる地域医療への影響について 
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「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の施行について

１ 法改正の概要等について

（１） 趣旨

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を

確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事

項の策定、臨床研修病院の決定権限及び研修医定員の決定権限の都

道府県への移譲等の措置を講ずる。

（２） 概要

【 】ア 医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設 医療法

イ 都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

ウ 医師養成課程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】

エ 地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】

オ その他 地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や

増床に係る都道府県知事の権限の追加、等

医療計画に新たに「医師確保計画」及び「外来イ及びエの関連で、

が設けられた （平成 年４月１日施行）医療」に関する事項の記載 。 31



医師確保計画策定ガイドライン(概要) 

 

１ 策定・協議体制 

  協  議：医療対策協議会  
  意見聴取：医療審議会 ＊併せてパブリックコメント実施 
 
２ 検討・策定事項 

  （１）医師偏在指標を定め、府内二次医療圏の医師少数区域、医師多数区域を設定する。 
  （２）（１）の二次医療圏ごとに医師確保方針を定め、目標医師数を設定する。 
  （３）（２）の目標医師数を達成するための施策を定める。 
  （４）産科及小児科に限定した医師確保計画についても定める。 
 
３ その他 

・注意事項 

  （１）地域医療構想調整会議における医療機関ごとの機能分化・連携方針との整合性を図る。 
  （２）「医師の働き方改革検討委員会報告書」を踏まえた対策を講じる。 

 
 
 

外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン(概要) 

 

１ 策定・協議体制 

協  議：医療対策協議会 

  意見聴取：医療審議会 ＊併せてパブリックコメント実施 
  情報共有：地域医療構想調整会議 
 

２ 検討・策定事項 

  （１）府内二次医療圏ごとに外来医師偏在指標を定め、外来医師多数区域を設定する。 
  （２）外来医師多数区域において開設する新規開業者に対して地域で不足する外来医療機能を 

担うことを求め、当該事項を外来医療計画に明示する。 

（３）二次医療圏単位の外来医療機能について、区域に不足する機能を分析し、その結果及び 
医療機関のマッピング情報等開業の際参考となる情報も外来医療計画において明示する。 
 

３ その他 

・外来医療に係る医療提供体制の確保に関する考え方 

医師偏在指標により地域ごとの外来医療機能の偏在等客観的に把握することが可能となり、 

○外来医療に関する情報を可視化  

○その情報を新規開業者等へ情報提供 

○地域の医療関係者等において外来医療機関での機能分化・連携方針 

等について協議する。 



医師確保計画構成 
 
１．医師偏在指標 

１－１．現在時点の医師偏在指標 
２－１．将来時点の医師偏在指標  

  
２．医師少数区域・医師多数区域の設定  
２－１．医師少数区域・医師多数区域の設定について 
（２－２．医師少数スポット ） 

  
３．医師確保計画 
３－１．計画に基づく対策の必要性 
３－２．医師確保の方針 
３－２－１．方針の考え方  
３－２－２．医師確保の方針の具体的な内容 
３－２－３．留意事項 
３－２－４．具体的な事例  

３－３．目標医師数 
３－３－１．目標医師数 
３－３－２．将来時点における必要医師数 
３－３－３．留意事項 

３－４．目標医師数を達成するための施策 
３－４－１．施策の考え方 
３－４－２．医師の派遣調整  
３－４－３．キャリア形成プログラム 
３－４－４．医師の働き方改革を踏まえた医師確保対策と連携した勤務環境改善支援 
３－４－５．地域医療介護総合確保基金の活用 
３－４－６．その他の施策  

  
４．医学部における地域枠・地元出身者枠の設定 

４－１．地域枠・地元出身者枠の設定の考え方 
４－２．各都道府県において必要な地域枠・地元出身者枠の数について 
４－３．地域枠の選抜方式等について  
 
 
 
 
 
 

 



５．産科・小児科における医師確保計画 
５－１．産科・小児科における医師偏在指標及び医師偏在対策の基本的な考え方 
５－２．産科・小児科における医師偏在指標の設計 
５－２－１．産科における医師偏在指標の設計 
５－２－２．小児科における医師偏在指標の設計 
５－２－３．指標の作成手続 

５－３．相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域の設定 
５－４．産科・小児科における医師確保計画の策定 
５－４－１．産科・小児科における医師確保計画の考え方 
５－４－２．産科・小児科における医師確保の方針 
５－４－３．産科・小児科における偏在対策基準医師数 
５－４－４．産科・小児科における偏在対策基準医師数を踏まえた施策  

 



外来医療計画構成 
 
１．外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定 

１－１ 区域単位 
１－２ 外来医師偏在指標 
１－３ 外来医師多数区域の設定  

  
２．外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組 

２－１ 新規開業者等に対する情報提供 
２－２ 外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に求める事項 
２－３ 現時点で不足している外来医療機能に関する検討 
２－４ 合意の方法及び実効性の確保 
２－５ 患者や住民に対する公表 
２－６ 各医療機関での取組  

  
３．医療機器の効率的な活用に係る計画 

３－１ 医療機器の効率的な活用に関する考え方 
３－２ 協議の場と区域単位 
３－３ 医療機器の効率的な活用のための検討  

 



医師偏在指標　京都府内の状況

上段： 第30回医師需給分科会資料の数値（2019.3）

下段： 厚生労働省提供データ による数値（2019.4）

［都道府県単位］

［　医　　師　］ ［　産　科　］ ［　小児科　］ ［　外　　来　］

指標 全国順位 備考 指標 全国順位 備考 指標 全国順位 備考 指標 全国順位 備考

314.9 2 医師多数 11.8 14 140.6 3

313.8 2 医師多数 15.1 7 143.6 2 133.2 2

［二次医療圏単位］

指標 全国順位 備考 指標 全国順位 備考 指標 全国順位 備考 全国順位 備考

全国平均 238.3 12.0 104.9 105.8

238.6 12.8 106.2 106.3 2

135.6 252
医師少数
区域

9.2 167 109.3 80 92.2 199

164.8 216
医師少数
区域 12.7 103 138.1 32 90.9 207

191.8 114 7.8 212
相対的医
師少数区
域

117.6 66 104.2 101
外来医師
多数区域

189.4 138 7.3 244 相対的医師
少数区域 111.4 96 103.8 113

外来医師
多数区域

169.6 162 9.9 137 126.5 56 95.7 168

219.8 86
医師多数
区域 13.3 95 149.9 22 97.6 158

399.6 10
医師多数
区域

12.4 78 164.5 18 153.1 6
外来医師
多数区域

382.6 5
医師多数
区域 16.9 42 157.1 19 152.3 6

外来医師
多数区域

182.6 136 13.0 67 98.9 109 99.4 141

187.4 147 13.0 102 115.9 79 101.4 132

173.1 152 13.3 63 86.4 150 102.1 121

206.1 102
医師多数
区域

14.6 70 103.9 129 104.6 101
外来医師
多数区域

＊医師少数区域及び医師多数区域 ＊相対的医師少数区域 ＊外来医師多数区域

産科医師偏在指標

医師偏在指標 産科医師偏在指標

上位33.3％を外来医師多数区域
と設定し、都道府県等に情報提
供を行うことで新規開業者おける
自主的な行動変容を促し、偏在
是正につなげる。

京都府

小児科医師偏在指標

全国335の二次医療圏の医師偏在指標の値
を一律に比較し、医師の偏在状況を示す。

・上位一定の割合（1/3）を医師多数区域
・下位一定の割合（1/3）を医師少数区域

二次医療圏

山城南

丹後

産科・小児科医師が相対的に少なくない
地域等においても、医師が不足している
可能性があることに加え、これまで医療圏
を越えた地域間の連携が進められてきた
状況に鑑み、医師多数区域や医師多数
三次療圏は設けず、下位３３％を「相対的
医師少数区域」を呼称とする。

山城北

外来医師偏在指標

外来医師偏在指標

京都・乙訓

中丹

南丹

小児科医師偏在指標
三次医療圏

医師偏在指標

下位33％ 
⇒医師少数区域 

全国335医療圏 
医師偏在指標 

335位 334位 333位～ ～3位 2位 1位 

上位33％ 
⇒医師多数区域 



医師の多寡の状況による医師の確保の方針の違い 

• 医師少数三次医療圏    ：医師を増やす。他の医師多数三次医療圏からの医師の確保ができる。 
• 医師中程度三次医療圏  ：必要に応じて、他の医師多数三次医療圏からの医師の確保ができる。 
• 医師多数三次医療圏：他の三次医療圏からの医師の確保を行わない。 

医師少数三次医療圏 

他の医師多数三次医療圏からの
医師の確保を行う 

医師中程度三次医療圏 

少数
区域 

少数
区域 

医師少数区域に対しては他の医師
多数三次医療圏からの医師の確
保ができる 

医師多数三次医療圏 

他の三次医療圏からの医師の確保
を行わない 

医師少数三次医療圏 医師中程度三次医療圏 医師多数三次医療圏 

医師少数
区域 

有り 可能 可能 
不可 

無し ー 
可能 

 

（医師少数地区がある場合） 

• 三次医療圏外からの医師の確保 

 

三次医療圏 

少数三次医療
圏の派遣を求め
られる 

第 ３ 回 医 療 政 策 研 修 会 
第２回地域医療構想ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議 

平 成 ３ 1 年 ２ 月 1 5 日 

https://www.silhouette-illust.com/illust/39078
https://www.silhouette-illust.com/illust/39078
https://www.silhouette-illust.com/illust/39078


医師の多寡の状況による医師の確保の方針の違い 

• 医師少数区域   ：他の医師多数区域からの医師の確保を行う 
• 医師中程度区域：必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保ができる 
• 医師多数区域  ：二次医療圏外からの医師の確保を行わない 

医師少数区域 

他の医師多数区域からの医師の
確保を行う 

医師少数区
域 

他の医師多数
区域からの医
師の確保を行う 

医師中程度区域 

必要に応じて、他の医師多数区
域からの医師の確保ができる 

医師中程度区
域 

多数区域の水
準にいたるまで医
師多数区域から
の医師の確保が
できる 

医師多数区域 

二次医療圏外からの医師の確保
を行わない。 

医師多数区
域 

医師少数区 
域 医師中程度区域 医師多数区域 

可能 必要に応じて可能 不可 

• 二次医療圏外からの医師の確保 

2 

二次医療圏 

少数区域への派
遣を求められる 



＜検討事項＞ ＜検討事項＞

若手医師確保・育成の検討
医師の確保・定着に向けたキャリア
形成支援　等

保健医療計画の改訂
保健医療計画（医師確保、へき地医
療）の具体検討

新専門医制度

初期臨床研修

・専門医プログラム内容確認
  （具体検討）
・専門医統一募集
・北部指導医、専攻医配置ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
  検討

・H32～臨床研修定員見直しに
 向けた検討

医師確保と医療提供体制

地域別（医療圏別）に必要な医師確保
と医療提供体制について
・医療情報に基づく医師確保
・へき地における医師確保、勤務負担
軽減

＜構成員想定＞ ＜構成員想定＞

＜構成団体＞ ＜構成団体＞

構成団体 所属 構成団体 所属

京都府医師会 関係団体 京都府医師会

京都府病院協会 京都大学

京都私立病院協会 京都府立医科大学

京都大学 公的医療機関 京都府病院協会

京都府立医科大学 民間医療機関 京都私立病院協会

京都第一赤十字病院 北部医療機関 北部医療センター

京都第二赤十字病院

国立病院機構京都医療センター

地域医療支援病院 京都市立病院

京都中部総合医療センター

福知山市民病院

医仁会武田総合病院

洛和会音羽病院

京都桂病院

宇治徳洲会病院

京都岡本記念病院

京都山城総合医療センター

臨床研修指定病院（府北部）
京都府立医科大学附属北部医療セン
ター

＊ 産科・小児科における医師確保計画は、京都府周産期
　　医療協議会において議論の上計画に反映へき地医療拠点病院

臨床研修指定病院（京都市内）

臨床研修指定病院（府南部）

【ＫＭＣＣ運営会議】

関係団体

若手医師の教育担当者、専門研修プログラム責任者、臨床研修指導責任者

大学（養成機関）

地域医療支援病院
　・三次救急医療機関

KMCC運営会議及び医師確保ワーキングの検討事項について

医療対策協議会

大学（養成機関）

地域医療、医師需要の検討ができる方

【医師確保ワーキングチーム】



　　　医　　　療　　　審　　　議　　　会 ☆4月25日 ☆11月初旬 ☆３月中

②９月中 ③12月初旬 ④２月中

（地域医療構想調整会議他）
※外来医療に係る医療提供体制確保に関する検討

【医師確保計画等の策定】

国の動き

○　医師確保計画の策定

○  外来医療に係る医療提供体制の確保

○　小児・産科における医師確保計画

・計画
最終案

医療圏ごとの偏在対策検討 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案調整 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ等反映

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ用
計画案

・医師確保計画
策定について

外来医療
・計画案
（素案）

医　　療　　対　　策　　協　　議　　会
※医師確保(小児産科含む）に関する検討

医師確保計画等策定の進め方

　　　　　　　　　年　　　　月
Ｈ30年度 Ｈ31年度

３月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １１月 １２月

検討項目
の整理

・国提示指標
　　の患者流出

入調整等

２月１０月

　　計画の期間　　２０２０～２０２３年度　（現保健医療計画：2018～2023年度）

・計画案
（素案）

９月 １月

①5月

※計画策定に向け

た進め方（概要） 

・国医師の多数・少数  
  地域の基準提示 

    医療対策協議会 
   計画素案の審議 

   医療対策協議会 
   計画最終案審議 

９月議会概要報告

（常） 
12月議会素案報告

（常） 
２月議会最終案報告

（常） 

・国偏在指標提示 
・策定ガイドライン公表 

（特出し） 

※必要に応じて開催 

※必要に応じて開催 











研修開始年度

令和２(2020)年度専門研修募集定員に係るシーリング数（推計）
２０２０
年度

A ① ② ③ ④

２
０
１
６
年
医
師
数

(

仕
事
量

)

必
要
医
師
数

(

勤
務
時

間
調
整
後

)

２
０
１
６
年
の
必
要
医

師
数
と
２
０
１
６
年
医

師
数
の
差

必
要
医
師
数

(

勤
務
時

間
補
正
後

)

２
０
２
４
年
の
必
要
医

師
数
と
２
０
１
６
年
の

医
師
数
の
差

必
要
医
師
数

(

勤
務
時

間
補
正
後

)

２
０
３
０
年
の
必
要
医

師
数
と
２
０
１
６
年
医

師
数
の
差

必
要
医
師
数

(

勤
務
時

間
補
正
後

)

２
０
３
６
年
の
必
要
医

師
数
と
２
０
１
６
年
医

師
数
の
差

２
０
１
６
年
の
医
師
数

を
維
持
す
る
た
め
の
年

間
養
成
数

２
０
２
４
年
の
医
師
数

を
維
持
す
る
た
め
の
年

間
養
成
数

２
０
３
０
年
の
医
師
数

を
維
持
す
る
た
め
の
年

間
養
成
数

２
０
３
６
年
の
医
師
数

を
維
持
す
る
た
め
の
年

間
養
成
数

シ
ー

リ
ン
グ
案

(

連
携

枠
を
含
む

)

専
攻
医
採
用
数
平
均

(

２
０
１
８
年
度
及
び

２
０
１
９
年
度

)

専
攻
医
採
用
数

(

２
０
１
９
年

)

専
攻
医
採
用
数

(
２
０
１
８
年

)

①-③

内科 3,106 2,520 -586 2,637 -469 2,665 -441 2,604 -502 61 8 32 37 68 83 80 85 -12

小児科 434 373 -61 358 -76 345 -89 329 -105 10 1 4 5 7 9 9 8 -2

皮膚科 228 190 -38 183 -45 175 -53 167 -61 5 -1 1 2 9 12 10 14 -1

精神科 358 350 -8 339 -19 331 -27 319 -39 6 4 5 5 11 13 12 13 -1

外科 892 679 -213 683 -209 675 -217 651 -241 27 3 12 15 17 21 19 23 -2

整形外科 550 490 -60 517 -33 520 -30 502 -48 12 8 10 10 15 17 17 17 -2

産婦人科 279 320 41 294 15 279 0 263 -16 6 8 6 6 － 13 14 11 －

眼科 316 290 -26 296 -20 291 -25 277 -39 7 4 5 5 15 18 17 19 -2

耳鼻咽喉科 264 194 -70 187 -77 180 -84 172 -92 6 -2 1 2 8 11 12 10 -4

泌尿器科 207 174 -33 179 -28 178 -29 172 -35 5 2 3 3 10 12 5 19 5

脳神経外科 172 178 6 193 21 200 28 198 26 4 7 6 5 － 12 13 10 －

放射線科 248 150 -98 152 -96 151 -97 146 -102 5 -6 -2 0 8 12 14 9 -6

麻酔科 243 208 -35 210 -33 207 -36 200 -43 6 2 3 4 13 16 13 19 0

病理診断科 52 41 -11 42 -10 41 -11 40 -12 1 0 1 1 6 8 9 7 -3

臨床検査 11 13 2 13 2 13 2 12 1 0 1 1 0 － 1 1 0 －

救急科 104 88 -16 90 -14 89 -15 86 -18 2 1 1 1

形成外科 75 74 -1 75 0 74 -1 71 -4 2 2 2 2 6 8 7 8 -1

リハビリテーション科 55 51 -4 52 -3 51 -4 50 -5 1 1 1 1 2 2 0 2 2

総合診療科

計 7,594 6,383 -1,211 6,500 -1,094 6,465 -1,129 6,259 -1,335 166 43 92 104 -29

2019.3/22医道審議会専門研修部会資料及び厚生労働省資料より作成

シーリング対象外（データなし）

必要養成数に係る推計

京都府

２０１６年 ２０２４年 ２０３０年 ２０３６年

シーリング対象外（データなし）

②－（②－A）×０．２０ 

２次募集(3/15)時
点の数値につき3
月末まで変更あり 
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